
学校現場が抱える問題の状況について

日本語指導が必要な外国人児童生徒数

平成9年度 平成22年度

小学校

12,302
人

18,365
人

平成9年度 平成22年度

中学校

4,533
人

8,012
人

１．５倍

通級による指導を受けている児童生徒数 特別支援学級・特別支援学校（注）に在籍する

児童生徒数（国・公・私立計）

（注）

 

平成５年度の特別支援学校は、盲・聾・養護学校に在籍する児童
生徒数を合計した数字

(注) 平成５年度については、盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒数

を合計した数字。

（注）

 

要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者をいい、準要保
護とは、生活保護を必要とする状態にある者に準ずる程度に困窮し
ている者をいう。

要保護及び準要保護（注）の児童生徒数

平成５年度 平成22年度

４．７倍

11,963 
人

小学校

平成５年度 平成22年度

１４．８倍

296人

中学校

平成５年度 平成22年度

１．８倍

小学校・小学部

平成５年度 平成22年度

１．６倍

中学校・中学部

平成７年度 平成２２年度

１．７倍

要保護

平成７年度 平成２２年度

２．１倍

準要保護

56,254人
4,383人

特別支援学級

45,650人

特別支援学級

101,0 19人

8.7
万人

14.8
万人

140.3
万人

（うち、自閉症、

ＬＤ，ＡＤＨＤ
2,751人）

(注)・通常学級に在籍しながら週に１～８単位時間程度、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場で行う教育形態。

・ＬＤ及びＡＤＨＤは、平成18年度から通級指導の対象として学校教育法施行規則に規定された。

併せて、自閉症も対象として明示された。（自閉症については、平成17年度以前は主に情緒障害の通級指導の対象

として対応）

・小・中学校における通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等学習面や行動面で著しい困難のある

児童生徒の割合は、約6.3％と推計されている。(平成14年調査)

特別支援学校

29,201人

特別支援学校

35,889人
特別支援学校

21,29 0人

特別支援学級
23,60 0人

特別支援学級

44,41 2人

特別支援学校

27,66 2人

１．８倍

平成５年度 平成２２年度

１．９倍

0.17 
%

0.32 
%

小学校 中学校

平成５年度 平成２２年度

２．２倍

2.74
%

1.24
%

不登校児童生徒の割合 学校内での暴力行為の件数

平成18年度 平成22年度

１．８倍

小学校

3,494
件

6,444
件

平成１８年度 平成２２年度

中学校

27,540 
件

37,938 
件

１．４倍

（注１）

 

国・公・私立学校のデータ
（注２）

 

平成22年度調査結果には、岩手県、宮城県、福島県は含んでいない
（注１）

 

国・公・私立学校のデータ
（注２）

 

平成22年度調査結果には、岩手県、宮城県、福島県は含んでいない （注）

 

公立学校のデータ

67.9
万人

（うち、自閉症、

ＬＤ、ＡＤＨＤ
18,850人）
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（各年９月１日現在）
※特別支援学校については、平成１８年度以前においては盲・聾・養護学校であった。
※本調査は、平成２０年度より隔年実施となったため、平成２１年度は実施していない。

出典：文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」

12,383 12,240 12,468 12,046 12,523 13,307 14,281
15,946

18,142
19,504 18,365

5,250 5,203 5,694 5,507 5,317
5,097
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8,012

1,131 1,143
1,204

1,242

1,128

1,182

1,365 1,980

19 ,678
20 ,692

28 ,511

1,024
917901

中等教育学校, 22中等教育学校, 32

 

 

 

中等教育学校, 10

中等教育学校, 15

中等教育学校, 23
中等教育学校, 21

中等教育学校, 25

特別支援学校, 132特別支援学校, 98

特別支援学校, 84

盲・聾・養護学校, 72
盲・聾・養護学校, 70

盲・聾・養護学校, 55
盲・聾・養護学校, 49

盲・聾・養護学校, 50

盲・聾・養護学校, 64

盲・聾・養護学校, 72

盲・聾・養護学校, 51

28 ,575

25 ,411

22 ,413

19 ,04218 ,73419 ,250
18 ,43218 ,585

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成22年度

（人）

小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校

日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移

15,483人,
84%

2,882人, 16%

6,392人,
80%

1,620人, 20%

日本語指導を受けてい
る者

日本語指導を受けてい
ない者

日本語指導が必要な外国人児童生徒のうち、
日本語指導を受けている者の割合

小学校 中学校
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【特別支援学級】

昭和34年 昭和39年 昭和44年 昭和49年 昭和55年 平成５年 平成13年 平成23年

1,504学級 4,616学級 8,635学級 12,470学級 14,295学級 14,605学級 19,005学級 30,031学級

(0.5%) (1.7%) (3.1%) (4.1%) (4.1%) (4.8%) (7.1%) (11.6%)

706学級 2,332学級 5,733学級 7,064学級 6,702学級 6,947学級 8,638学級 13,519学級

(0.6%) (1.6%) (4.6%) (5.7%) (5.1%) (5.1%) (7.4%) (12.5%)

2,210学級 6,948学級 14,368学級 19,534学級 20,997学級 21,552学級 27,643学級 43,550学級

(0.5%) (1.6%) (3.5%) (4.6%) (4.4%) (4.9%) (7.2%) (11.9%)

19,989人 45,390人 70,620人 82,280人 76,030人 45,363人 52,268人 103,414人

(0.2%) (0.5%) (0.8%) (0.8%) (0.6%) (0.5%) (0.7%) (1.6%)

8,295人 24,439人 51,063人 49,364人 36,615人 23,379人 24,431人 45,441人

(0.2%) (0.4%) (1.1%) (1.1%) (0.7%) (0.5%) (0.7%) (1.5%)

28,284人 69,829人 121,683人 131,644人 112,645人 68,742人 76,699人 148,855人

(0.2%) (0.4%) (0.9%) (0.9%) (0.7%) (0.5%) (0.7%) (1.6%)

※下段(　)書きは、小・中学校全体の学級数又は児童生徒数に占める割合。

【特別支援学校】

昭和34年 昭和39年 昭和44年 昭和49年 昭和55年 平成５年 平成13年 平成23年

小学部 1,954学級 2,300学級 3,002学級 4,631学級 8,748学級 9,219学級 9,653学級 10,937学級

中学部 962学級 1,435学級 1,953学級 2,625学級 5,370学級 6,087学級 6,505学級 7,589学級

計 2,916学級 3,735学級 4,955学級 7,256学級 14,118学級 15,306学級 16,158学級 18,526学級

小学部 16,439人 18,089人 20,586人 26,125人 41,001人 28,097人 27,996人 33,923人

中学部 8,443人 13,052人 14,342人 15,273人 24,624人 20,240人 20,386人 25,981人

計 24,882人 31,141人 34,928人 41,398人 65,625人 48,337人 48,382人 59,904人

第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次 第７次

(S34～S38) (S39～S43) (S44～S48) (S49～S53) (S55～H3) (H5～H12) (H13～H17)

15人 15人 13人 12人 10人 8人 8人

注１

10人 10人 8人 8人 7人 6人 6人

注１　第１次計画では、養護学校の学級編制標準は定められていなかった。

小
・
中
学
校

※　平成１８年度以前は、特別支援学級は「特殊学級」、特別支援学校は「盲学校、聾学校及び養護学校」における学級編
　制の標準である。

特別支援学級

小・中学部

※　特別支援学級は障害の種類ごとに学級を編制する。

特別支援学級及び特別支援学校の学級数及び在籍者数の推移

児童生徒数

学 級 数

小中計

中学校

小学校

小学校

中学校

小中計

学 級 数

児童生徒数

特
別
支
援
学
校

（学校基本調査報告書）※23年度は速報値であり、岩手県、宮城県及び福島県の数値は含まれていない。

特別支援学級及び特別支援学校の学級編制標準の改善経緯

重複障害の
場合は5人

重複障害の
場合は5人

重複障害の
場合は3人

重複障害の
場合は3人

重複障害の
場合は3人
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（学校基本調査報告書）

特別支援学級及び特別支援学校在籍者の割合の推移

2.12%

1.01%
0.87%

2.28%

1.05%
0.97%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

小学校等

中学校等
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※各年度５月１日現在
※「難聴その他」は難聴、弱視、肢体不自由及び病弱・身体虚弱の合計
※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成１８年度から新たに通級指導の対象として学校教育法施行規則に規定
（併せて「自閉症」も平成１８年度から対象として明示：平成１７年度以前は主に「情緒障害」の通級指導教室にて対応）

通級による指導を受けている児童生徒数の推移（公立小・中学校合計）

9,654 11,183
13,486

16,638
19,217 20,461 21,944 23,290 24,850 26,453 27,718 28,870 29,907 29,713 29,340 29,860 30,390 31,066

1,268
1,275

1,356

1,434

1,553
1,561

1,520
1,597

1,629
1,794

1,750
1,854

1,995 1,943 2,113 2,101 2,118 2,233

1,337
1,611

1,858

1,934

2,158
2,320

2,458
2,660

3,086
3,520

4,184
5,033

6,836
2,898 3,197 3,589

4,710
5,7373,912 5,469

7,047
8,064

9,148

1,351
2,485

3,682

4,726

6,655

1,631

2,636

3,406

4,013

5,798

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

H５ H６ H７ H８ H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

注意欠陥多動性障害

学習障害

自閉症

情緒障害

難聴その他

言語障害

12,259

14,069

16,700

20,006

22,928
24,342

25,922

27,547
29,565

31,767

33,652
35,757

38,738

41,448

45,240

49,685

60,637

54,021

【出典】文部科学省「通級による指導実施状況調査」
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障害者基本法φ一「部を改正する法律【概要漁躍聯親．

総則関係（公布日施行）

・全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全て

の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する。　　　　　　　　　　　四

・身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁（障害がある者にとって障

壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの）により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。　　　　　　等

3　　　　　に’1　　　　　　3
　1）に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさ

わしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図る。

・全て障害者は、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

・全て障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

・全て障害者は、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための

手段についての選択の機会の拡大が図られること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等．

・障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

・社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理

的な配慮がされなければならない。

・国は、差別の防止を図るため必要となる情報の収集、整理及び提供を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・1）に規定する社会の実現は、国際的協調の下に図られなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・国及び地方公共団体は、3）から5）までに定める基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を実施。

・国民は、基本原則にのっとり、1）に規定する社会の実現に寄与するよう努める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二

・障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて施策を実施。
・障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

本的施策関係．（公墨画施鋤・

＝コLL医盤　　　 8二1’｛1■一22
L・ 瘧Q者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じ、医療、介護、保　　・円滑に情報を取得・利用し、意思を表示し、他人との意思疎通を図ること

．健、生活支援等の適切な支援を受けられるよう必要な施策　　　　　　　　ができるよう、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等の必要な
’・ g近な場所において医療、介護の給付等を受けられるよう必要な施策を　　施策

・講ずるほか、人権を十分尊重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等・災害等の場合に安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝え

2一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　られるよう必要な施策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

．・年齢、能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、障　　g一
．害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の　　・意思決定の支援に配慮しつつ、障害者の家族その他の関係者に対する

内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策　　　　　　　　　　　相談業務等
．・ 瘧Q者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供　　・障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ず
　を行うとともに、可能な限りその意向を尊重　　　　　　　　　　　　　　ることができるよう、必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族
・調査及び研究、人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学　　が互いに支え合うための活動の支援その他の支援　　　　　　　　　　等㌧

校施設その他の環境の整備の促進　　　　　　　　　　　　　　　　等』＿
1一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるよ
　身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策。　う必要な施策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

3・ ､究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成　　＿
その他の環境の整備の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等・地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるよう、障害

4一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要な施策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等1・多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性

に配慮した職業相談、職業訓練等の施策　　　　　　　　　　　　　　等ユ2＿

．・ 早A地方公共団体、事業者における雇用を促進するため、障害者の優先

、雇用その他の施策
・・ 幕ﾆ主は、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性

に応じた適正な雇用管理

1Ω一．・ n域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、住宅

．の確保、住宅の整備を促進するよう必要な施策

』7凋、　　　　　’《I　　l－　　　21

．・ �ﾊ施設（車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。）その他の公共的

く施設について、円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計

・画的推進

・障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるよう、適切な方
法による情報の提供その他必要な施策　　　　　　　　　　　　　　　等1

　13　　　　こ、‘　　　　　　　　　28

　・選挙等において、円滑に投票できるようにするため、投票所の施設、設備
等の整備等必要な施策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等．

　14　　　　　二’1　　　　　　　　　　29

　・刑事事件等の手続の対象となった場合、民事事件等に関する手続の当
等事者等となった場合、権利を円滑に行使できるよう、個々の障害者の特性に

　』応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する

　．研修等必要な施策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等IL

　一　　　　　　　　　　　　　　　　、等．・外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策等：．

障害者政策委員会等
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（注）
（１）

 

要保護児童生徒数及び準要保護児童生徒数については、各都道府県
教育員会からの報告を文部科学省がまとめたものである。

（２）

 

要保護児童生徒については、就学援助法の補助対象者はその一部で
ある（要保護児童生徒については、就学援助法の補助対象費目である学
用品費、通学費、修学旅行費のうち、生活保護により給付されている費
目（学用品費・通学費）が補助対象から除かれるため）。

（３）

 

平成１６年度までは、要保護児童生徒数は生活保護における教育扶
助受給者数、準要保護児童生徒数は生活保護における教育扶助以外の扶
助を受けた者を含む。
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【機密性○（取扱

 

制限）】

就学援助率と学力調査平均点との相関

「基礎学力定着の取り組み」【足立区教育委員会】
（公立義務教育諸学校の学級規模及び教職員配置の適正化に関する検討会議（第2回）配付資料）

小学校・中学校ともに、就学援助率が高いと学力調査平均点が低下

 

する傾向
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＜児童の正答率と家庭の世帯年収＞

「文部科学省：お茶の水女子大学委託研究（平成２０年度）」
調査対象：公立学校第６学年の児童の保護者
調査対象校：５政令都市の１００校

世帯所得・学校外教育費支出と学力の関係

家庭の世帯年収が高いほど、児童の正答率が高い傾向
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２００万円未満 ２００～ ３００～ ４００～ ５００～ ６００～ ７００～ ８００～ ９００～ １,０００～ １,２００～ １,５００～

国語Aの正答率

国語Bの正答率

算数Aの正答率

算数Bの正答率

正答率（%）

年収（万円）
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(%) 高校卒業後の予定進路（両親年収別）

家庭の経済状況と進学に相関関係
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（出典）東京大学大学院教育学研究科

 

大学経営・政策研究センター「高校生の進路追跡調査

 

第1次報告書」（2007年9月）
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平成２３年４月２８日

東日本大震災への対応のための教職員の加配定数について
（４月２８日追加内示分）

関係県教育委員会より、国に対し、速やかな加配定数の追加措置を要望してきている
ものについて、これを踏まえ、４月２８日に下記内容の追加内示を行います。

【追加内示の内容】 （単位：人）

都道府県名 小 学 校 中 学 校 高等学校特 別 支 援 学 校 義務教育諸学校計

岩 手 県 ７８ ５６ １３４ ２１

宮 城 県 １３４ ７８ ４ ２１６ ２０
( ) ( ) ( )10 12 22

茨 城 県 １１ １２ ２３
( ) ( ) ( )1 3 4

新 潟 県 ６ ４ １０

合 計 ２２９ １５０ ４ ３８３ ４１
( ) ( ) ( )11 15 26

※福島県においては、児童生徒の県内での転出入や県外への転出が多数あり、それに応じた教育活
動再開後の学級数に基づく教職員定数を見極めた上で、国に追加の加配定数を要望することとして
おり、具体的な要望数が示され次第、速やかに追加の加配措置を行う予定。
※下段（ ）書きは養護教諭で内数

【加配措置が必要な事由】
①校舎等学校施設の損壊が激しく、当該学校の児童生徒が複数の施設に分散しており、
教師による手厚い巡回指導等が必要であること

②家族や住居を失い、厳しい家庭環境に置かれている児童生徒が相当数就学しており、
家族（親族）や福祉施設などの関係行政機関との連携・相談・確認等の業務が必要で
あること

③今回の被災により、心身の健康の回復のための特別の指導を必要とする児童生徒が相
当数就学しており、また学習の遅れを取り戻すために個別の指導が必要であること

○今後とも引き続き各県の状況を随時把握しつつ、被災した児童生徒の教育支援のため、
万全の措置を講じてまいります。

＜担当＞ 初等中等教育局財務課
課 長 伯井 美徳（内線2026）

坂本 淳一（内線2350）教職員配置計画専門官
電話：03－5253－4111（代表）

03－6734－2038（直通）

118



平成２３年６月２４日

東日本大震災への対応のための教職員の加配定数について
（６月２４日追加内示分）

関係県教育委員会より、国に対し、加配定数の追加措置を要望してきているものにつ
いて、６月２４日に下記内容の追加内示を行います。

【追加内示の内容】 (単位：人）※ 右の（ ）書きは養護教諭、栄養教諭等、事務職員の合計で内数

都道府県名 小 学 校 中 学 校 高等学校特 別 支 援 学 校 義務教育諸学校計

３８ ２９ １ ６８ １２(1)岩 手 県

－ － － － ８(8)宮 城 県

１０ ４ － １４ －山 形 県

２６２(29) １９０(21) ２９ ４８１(50) ３３(5)福 島 県

２１ ５ － ２６ －茨 城 県

１０ ４ － １４ －栃 木 県

３４１(29) ２３２(21) ３０ ６０３(50) ５３(14)合 計

【加配措置が必要な主な事由】
（福島県）

・他校等に間借りしての教育の実施、避難所等からの通学や放射線低減策としての屋外
活動の制限など、厳しい教育環境下に置かれているため、授業の大幅な遅れ、学習進
度の開きが見られること、心身の健康にかかる教育相談が必要な状況であることなど
から、放課後の家庭訪問や避難所訪問を含め、通常以上にきめ細かな個別指導が必要
であること

・警戒区域等から分散して転学した児童生徒への支援に当たり、被災児童生徒受入れ校
を巡回しての教育相談等への対応が必要であること

・県内外・全国各地に分散した児童生徒の状況確認・教育相談、被災児童生徒受入れ校
の教職員との随時の連絡・調整等が必要であること

（岩手県）
・学習の遅れや心身の健康にかかる教育相談等に対応するための、放課後の家庭訪問や
避難所訪問を含めた個別の学習指導等が必要であること

・体育館が避難所として活用されていたりするなど、学校施設の使用が制限される中、
通常の教育環境を確保するため、避難所生活の方々や、地域・家庭と随時連携を図る
必要があること

※同県に対しては、４月の追加内示では、既に人事配置済みのものに限定して加配措置
を行っていた。

（山形県、茨城県、栃木県）
・相当数の被災児童生徒を受け入れており、学習の遅れに対する個別指導や登校したが
らない児童生徒への訪問指導など、放課後の家庭訪問や避難所訪問を含め、通常以上
にきめ細かな個別指導が必要であること

＜担当＞ 初等中等教育局財務課
課 長 伯井 美徳（内線2026）

坂本 淳一（内線2350）教職員配置計画専門官
電話：03－5253－4111（代表）

03－6734－2038（直通）
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【参考】

前回
(4/28)

今回
(6/24)

計
前回
(4/28)

今回
(6/24)

計
前回
(4/28)

今回
(6/24)

計
前回
(4/28)

今回
(6/24)

計

岩手県 134 68 202 78 38 116 56 29 85 - 1 1

宮城県 216 - 216 134 - 134 78 - 78 4 - 4

山形県 - 14 14 - 10 10 - 4 4 - - -

福島県 - 481 481 - 262 262 - 190 190 - 29 29

茨城県 23 26 49 11 21 32 12 5 17 - - -

栃木県 - 14 14 - 10 10 - 4 4 - - -

新潟県 10 - 10 6 - 6 4 - 4 - - -

合 計 383 603 986 229 341 570 150 232 382 4 30 34

前回
(4/28)

今回
(6/24)

計
前回
(4/28)

今回
(6/24)

計

岩手県 21 12 33 岩手県 155 80 235

宮城県 20 8 28 宮城県 236 8 244

山形県 - - - 山形県 - 14 14

福島県 - 33 33 福島県 - 514 514

茨城県 - - - 茨城県 23 26 49

栃木県 - - - 栃木県 - 14 14

新潟県 - - - 新潟県 10 - 10

合 計 41 53 94 合 計 424 656 1,080

東日本大震災への対応のための教職員の加配定数措置

高等学校 総計

県名 県名

小学校 中学校県名

義務教育諸学校

（単位：人）

左の内訳

特別支援学校
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・小学校

 

教員

・中学校

 

教員

「第5回学習指導基本調査」（ベネッセ教育究開発センター】
研調査時期：2010年8月～９月
調査対象：全国公立小学校の教員（2,688名）・中学校の教員（2,827名）

高まった 変わらない 低くなった 無回答・不明

児童集団の学

 

力水準
6.9 54.4 33.9 4.9

児童間の学力

 

格差
60.6 33.5 1.3 4.6

自己中心的な

 

児童

69.3 23.4 3.3 4.0

協調性のある

 

児童
3.9 41.9 49.7 4.5

高まった 変わらない 低くなった 無回答・不明

生徒集団の学

 

力水準
4.6 45.9 46.6 2.8

生徒間の学力

 

格差

66.5 30.3 1.1 2.2

やる気や自信

 

をもっている生

 

徒

4.5 46.9 46.7 1.9

家庭学習の習

 

慣が身につい

 

ている生徒

7.2 40.0 50.5 2.3

（％）

（％）

近年の児童・生徒の変化

6割以上の教員が、児童・生徒間の学力格差が「大きくなった」と回答
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